
CGUCHUGOKU GOLF UNION 

２０１７年度（第４７回）中国インタークラブゴルフ競技決勝 

競  技  規  定 

 

 

 

期        日：１０月３１日(火) 

場        所：三原カンツリークラブ  

〒723-0143 広島県三原市沼田東町釜山345-6  ℡.0848-66-0321 

                                      

1. ゴ ル フ 規 則： 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則および本競技のローカルルールを適用する。 

2. 競技委員会の： 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の

裁定 裁定は最終である。 

3. プレーの条件： １８ホール・ストロークプレー 

 １クラブ５名の選手の競技とし、上位４名の合計打数により順位を決定する。合計打数の等

しいクラブが２クラブ以上あるときは、第５位の打数により順位を決定し、なお同打数のとき

は同位クラブのベストスコアのストローク数の少ない者より順位を決定する。 

 ※本競技は、１８ホールを終了できなかった場合は、競技を短縮か延期、または中止する。 

4. クラブと球の規格： (1)適合ドライバーヘッドリスト（規則付Ⅰ(Ｂ)１ａ）を適用する。（ゴルフ規則 176 ページ参照） 

 (2)溝とパンチマークの規格 裁定４-１/１『2010年1月1日施行の溝とパンチマークの仕様 

 とその競技の条件』を適用する。（ゴルフ規則裁定集79 ページ参照） 

 (3)公認球リストの条件（規則付Ⅰ(Ｂ)１ｂ）を適用する。（ゴルフ規則177 ページ参照） 

5.  移 動： プレーヤーは正規のラウンドをプレー中、乗用カートに乗ることができる。 

6. カート運転手： 正規のラウンド中、プレーヤーのゴルフバッグはカートに積載し、主催者が各組に１人ず 

つ配置した「カート運転手」がバッグを運搬する。なお、「カート運転手」は、旗竿を持つこと

やプレーヤーのボールを拭くことなどのキャディー業務は行わないが、ゴルフ規則ではプ

レーヤーのキャディーとして取り扱われる。(ゴルフ規則裁定集 6-4/2.5 参照) 

7. 競技終了時点： 本競技は、優勝クラブに楯が贈呈された時点をもって終了したものとみなす。 

8. 参 加 資 格： 各地区予選通過クラブ２４クラブ（鳥取２・島根２・岡山８・広島８・山口４） 

前年度優勝クラブ（広島国際ゴルフ倶楽部） 

決勝会場引受クラブ（三原カンツリークラブ） 計２６クラブ 

注１：クラブ代表選手は、そのクラブに所属する会員であり、ＪＧＡ/ＵＳＧＡハンディキャップ

インデックス取得者であること。 

注２：本競技参加資格は社会人であることとし、学生および生徒は参加できない。ただし、

大学院生は社会人とみなす。 

注３：１クラブ５名とし、本年中に満５０歳以上を２名以上含むこと。申込選手と出場選手は同

じでなくてもよいが、変更の場合はただちに中国ゴルフ連盟に通知すること。 

9. 申 込 方 法： 参加申込書は中国ゴルフ連盟にＦＡＸ（082-245-0949）すること。 

10. 申込締切日： ９月２５日(月)  

11. 表 彰： 団体５位まで 

優勝：優勝楯とメダル ２～５位：メダル  個人：ベスト、セカンド、サード賞 

12. 練 習 日： 開催倶楽部が定めた日時に練習することができ、その際のプレー費は会員並扱いとする。  

なお、指定練習日においての人数は、原則各チーム１回につき８名以内とし、必ず事前に

開催倶楽部へ予約すること。なお、指定練習日期間でも倶楽部の事情により予約がとれな

いこともありますので、その際はご了承ください。 

また、大会前日１０月３０日(月)の練習ラウンドについては、広島県外から出場するチーム

の予約を優先させていただきますが、組数に制限を設けることがありますのでご了承くだ

さい。 

（裏面に続く） 

主  催：中国ゴルフ連盟 



13. 個人情報に関： 参加希望者は、参加申込みに際し、「２０１７年度（第４７回）中国インタークラブゴルフ競技 

する同意内容    決勝参加申込書」により、当連盟が取得する個人情報を次の目的の範囲内で他に提供 

  （公表）することについて、予め同意することを要する。 

(1)第４７回中国インタークラブゴルフ競技決勝（以下「競技」と称する）の参加資格の審査。 

(2)競技の開催および運営に関する業務。これには、①参加者に対する競技関係書類（組

合せ表等）の発送、②競技の開催に際し、競技関係者（報道関係者を含む）に対する参

加者の氏名、生年月日、所属クラブ、その他競技結果の公表。 

(3)この申込書による参加者の個人情報と、その競技における競技結果の記録の保存、なら

びに競技終了後において必要に応じ、そのうち上記(2)②の記載の公表事項の適宜の

方法による公表。 

14. 肖像権に関する： 参加希望者は、参加申込みに際し、本選手権競技に関して、報道、広報のため、あるいは 

   同意内容       中国ゴルフ連盟の目的に反しない範囲で利用するために、写真、その他の各種記録媒体

による収録物、複製物あるいは編集物にかかるプレーヤーの肖像権を中国ゴルフ連盟に

譲渡することを、予め承諾することを要する。 

15. そ の 他： 選手交代の場合は、必ず中国ゴルフ連盟事務局に届けること。 

※1 補欠登録はありませんが、選手の交代は可能です。 

※2 申し込み締切日以降の５名の選手の打順は変更できません。 

※3 選手交代届けのタイムリミットは、競技開催当日のＡＭ７：００までとします。 

 

 


